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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 3日 (2004.12.3)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 画 像 撮 影 装 置 に お い て 、
　

　
画 像 撮 影 装 置 。

【 請 求 項 ２ 】
　

画 像 撮 影 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 画 像 撮 影 装
置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

画 像 撮 影 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　  【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 前 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 に よ る 画 像 撮 影 装 置 は 、 以 下 に 示 す 構 成 と す る 。 す な
わ ち 本 発 明 の 請 求 項 １ は

設 け た 構 成 と す る 。

該 画 像 撮 影 装 置 の 上 面 端 部 付 近 に 形 成 し た 指 先 で 該 画 像 撮 影 装 置 を 把 握 す る た め の 凹 部
と 、

前 記 上 面 側 で あ っ て 且 つ 前 記 凹 部 の 近 傍 に 設 け た 音 声 等 を 録 音 す る 録 音 部 と 、
を 備 え る

前 記 上 面 側 で あ っ て 且 つ 前 記 録 音 部 よ り も 中 央 よ り に 設 け た フ ラ ッ シ ュ 部 を 更 に 備 え る
請 求 項 １ に 記 載 の

前 記 フ ラ ッ シ ュ 部 と 前 記 凹 部 と の 間 に 前 記 録 音 部 を 設 け た 請 求 項 ２ に 記 載 の

音 声 等 を 録 音 部 に て 録 音 す る 際 に 、 前 記 フ ラ ッ シ ュ 部 を 突 出 す る 請 求 項 ２ ま た は ３ に 記
載 の

画 像 撮 影 装 置 に お い て 、 該 画 像 撮 影 装 置 の 上 面 端 部 付 近 に 形 成 し
た 指 先 で 該 画 像 撮 影 装 置 を 把 握 す る た め の 凹 部 と 、 前 記 上 面 側 で あ っ て 且 つ 前 記 凹 部 の 近
傍 に 設 け た 音 声 等 を 録 音 す る 録 音 部 を



　 本 発 明 の 請 求 項 ２ は 請 求 項 １ に お い て
設 け た 構 成 と す る 。

　 本 発 明 の 請 求 項 ３ は 請 求 項 ２ に お い て
設 け た 構 成 と す る 。

　 本 発 明 の 請 求 項 ４ は 請 求 項 ３ に お い て
構 成 と す る 。

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 作 用 】
　 上 記 に よ れ ば 、 指 先 が 凹 部 に 誘 導 さ れ る た め 、 録 音 部 に 指 が 被 る こ と を 防 止 で
き る 。
　 上 記 に よ れ ば 、 フ ラ ッ シ ュ 上 面 中 央 に 設 置 す る こ と に よ り 装 置 本 体 を 把 持 し や
す く な り 、 装 置 、 例 え ば カ メ ラ を 構 え る 際 の ブ レ を 抑 え る こ と が で き る 。
　 上 記 に よ れ ば フ ラ ッ シ ュ 部 と 凹 部 の 間 に 録 音 部 を 設 け た こ と で 録 音 部 に 指 先 部
が 覆 い 被 さ ろ う と し て も フ ラ ッ シ ュ 部 に 指 先 が あ た り 録 音 部 に 覆 い 被 さ る こ と は な い と と
も に 、 凹 部 が 設 け ら れ て い る こ と か ら 、 指 先 は そ の 凹 部 に 誘 導 さ れ 録 音 部 に 覆 い 被 さ る 可
能 性 も 少 な く な る 。
　 に よ れ ば 、 立 設 し た フ ラ ッ シ ュ が 壁 と な り 、 装 置 本 体 を 把 持 す る 指 は 録 音
部 よ り 外 れ る 位 置 に 置 か れ 指 が 録 音 部 に 被 さ る こ と は な い 。 、 電 源 オ ン 時 ま た は 録 音
時 に フ ラ ッ シ ュ が 立 設 す れ ば 、 フ ラ ッ シ ュ を 別 に 立 ち 上 げ る 入 力 操 作 は 必 要 な く な る と と
も に 最 適 な 装 置 、 例 え ば カ メ ラ 把 持 状 態 に 導 く こ と が で き る 。 、 ポ ッ プ ア ッ プ し た
フ ラ ッ シ ュ が 邪 魔 に な り 指 が 録 音 部 を 塞 ぐ こ と は な い 。 す な わ ち 、 動 画 撮 影 時 に 構 え る 左
手 の 指 が カ バ ー 凹 部 に 自 然 に 誘 導 さ れ 、 仮 に カ バ ー 凹 部 に 誘 導 さ れ な い 場 合 で は 、 上 カ バ
ー と 同 じ 面 に 配 置 さ れ る 録 音 部 が ポ ッ プ ア ッ プ し た フ ラ ッ シ ュ の 脇 に あ る た め フ ラ ッ シ ュ
の 出 っ 張 り が 邪 魔 と な っ て 指 は 自 ず か ら 録 音 部 か ら 外 れ た 位 置 に 置 か れ る 可 能 性 が 高 く 、
間 違 っ て 指 が 録 音 部 上 に 被 さ っ て も 指 の 一 部 が ポ ッ プ ア ッ プ し た フ ラ ッ シ ュ の 上 に 当 た る
可 能 性 が 高 い た め 、 マ イ ク と 指 の 間 に は 隙 間 が 生 じ 、 こ の 隙 間 か ら 録 音 が 可 能 と な る 。
　 、 フ ラ ッ シ ュ と 同 様 、 被 写 体 方 向 に 録 音 部 を 向 け た 場 合 、 被 写 体 の 音 声 の 録 音 感 度
を 高 く す る こ と が で き る 。
　 録 音 時 に 操 作
部 に よ る 押 圧 音 な ど の 雑 音 混 入 を 防 止 す る こ と が で き る 。
　 、 録 音 中 に 光 源 に よ る 電 気 的
ノ イ ズ や フ ラ ッ シ ュ 音 等 の 雑 音 混 入 を 防 止 す る こ と が で き る 。
　 、 操 作 部
の 上 に 指 が 自 然 に 置 か れ る の で 、 指 が 録 音 部 を 覆 う こ と を 防 止 で き る 。 特 に 操 作 部 が 撮 影
ボ タ ン で あ れ ば 、 録 音 中 に そ の ボ タ ン を 押 す 必 要 が あ る こ と か ら 、 そ の 効 果 は 大 で あ る 。
　 、
雑 音 の 混 入 を 防 止 す る こ と が で き る 。
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前 記 上 面 側 で あ っ て 且 つ 前 記 録 音 部 よ り も 中 央 よ
り に 設 け た フ ラ ッ シ ュ 部 を 更 に

前 記 フ ラ ッ シ ュ 部 と 前 記 凹 部 と の 間 に 前 記 録 音 部
を

請 求 項 ２ ま た は 音 声 等 を 録 音 部 に て 録 音 す る 際 に
、 前 記 フ ラ ッ シ ュ 部 を 突 出 す る

請 求 項 １

請 求 項 ２

請 求 項 ３

上 記 請 求 項 ４
ま た

さ ら に

な お

画 像 撮 影 装 置 上 面 の 一 方 端 に 操 作 部 を 設 け 、 他 方 端 に 録 音 部 を 設 け れ ば 、

録 音 部 に よ る 録 音 中 は フ ラ ッ シ ュ 部 の 光 照 射 を 停 止 す れ ば

画 像 撮 影 装 置 の 上 面 端 付 近 に 操 作 部 を 設 け 該 操 作 部 の 近 傍 に 録 音 部 を 設 け れ ば

被 写 体 の 拡 大 や 縮 小 を 行 う ズ ー ム 部 を 備 え 、 録 音 中 は 該 ズ ー ム 部 の 動 作 を 停 止 す れ ば
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